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〔法科大学院在学中受験資格導入の趣旨〕

今回の法案においては，連携法の改正により法科

大学院教育の充実が図られることに伴い，法科大学

院在学中であっても司法試験受験に相応しいレベル

の者が養成されることを前提として，更なる時間的

･経済的負担の軽減を図るため，法科大学院課程の

修了を待たずして早期の司法試験受験を可能とする

法科大学院在学中受験資格を，新たな司法試験受験

資格として認めるものである。

これにより，現行では法科大学院修了後， 司法修

習開始まで約8か月間の無職の空白期間（ギャップ

ターム）が生ずるが（注)， この期間が短縮又は解

消されることになり， 減少している法曹志望者の回

復につながることを企図している二」
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務副大臣にF

有資格を導入した趣旨について，法
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(注）現在においては，司法修習は，法科大学院修了後8凸 竺 ■

翌年12月中旬に終了か月後の毎年11月末に開始し，
している。

内線■携帯■ ロ司法法制部司法法制課福原課長【責任者：
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|更問1 ギャップタームを解消する意義について問’
'--__わ土Lた場合Q,.. ... ._ ... ... ._ ...__ .._ ._. ,__ ... ._ .._ .__ ._. _. ... ._.._ ... ._. .._ ... ... .._ ... ... {.. ._ @-. ... ...

〔現行制度〕

現行制度においては,法科大学院修了資格の場合，

s月に法科大学院を修了した者が， 5月に司法試験

を受験し， その合格を経て1 1月末に司法修習を開

始するまでに，最短でも約8か月間の無職の空白期

間（ギャップターム）が一律に生じているところで

ある。

〔ギャップタームの問題点〕

このギャップタームについては，法科大学院修了

後，最短でも約Bか月もの無職の期間を学生に課す

もので,学生に対して心理的な不安感を強いる上に，

時間的・経済的にも負担を課すものである等の問題

が指摘されている。

〔ギャップターム解消の意義〕

したがって， このような空白期間が解消された場

合には，学生の不安感の減少，時間的。経済的負担

の軽減を図ることができるとの利点が生じると考え

られる二」
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|更問2在学中受験資格導入後には， 司法試験の在｜
I り方をどのように見直すことになるのか， と問’
'--__われた場合Q__ ._. |.___... ._._._... ... .__ .-. .-. .-. |... .-... |... .-. ...--.-. ..- .-. .-. .-. ... .--,･･. ･-･

〔前提及び課題〕

司法試験の実施については， 司法試験委員会に委

ねられているところであるが，今回の制度改革によ

る在学中受験資格の導入については， 司法試験の実

施時期や， （今回の法案が選択科目を引き続き存置

することとしていることとも関連し, ）法科大学院

教育課程との連携，法科大学院生の学習到達度の確

保といった点での検討の必要性が指摘されていると

ころである。

〔司法試験の在り方を検討する会議体〕

そこで,法務省としては,改正法案が成立すれば，

法科大学院教育と連携した司法試験の在り方につい

て， 司法試験委員会とも連携した, しかるべき会議

体を速やかに設置して，検討を進めていくことを予

定している。

その会議体においては，法科大学院の新たな教育

課程の内容やカリキュラム編成，学生の学習到達度

等の議論と並行して，関係者の協議により， 司法試

験の実施時期を含む司法試験の在り方について必要

な検討が行われるものと考えている。
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|更問3今回の改革は， 予備試験合格者を法科大学’
1 院ルートに取り込むことを意図するものではな’
'--__上的1,__と問われた場合，______________________‐

〔結論一予備試験合格者の取り込みが目的ではない〕
今回の改革は， （法曹資格を取得するまでの時間

的。経済的負担の大きさや， 司法試験合格に係る予

測可能性の低さのゆえに, ）法曹の途に進むことを

檮蹟又は断念している有為な人材が，安心して法曹
となるためのプロセスに進むことを促すことによ

り，法曹となる人材の確保を推進することを目的と
同じく法曹となるべく予備試験をするものであり，

経由して司法試験に合格する者を法科大学院ルート
に取り込めばよいといった目的のものではない。

そもそも，法曹を志望する者が，法曹になるため

の司法試験受験に向けて,法科大学院を経由するか，

予備試験を経由するかは，本人の自由な判断に委ね

られている状況に変わりはない。

法務省としては， あくまで，今回の改革により，

全体としての法曹志望者の減少に歯止めがかかり，

法曹志望者数の回復につながっていくことを期待し

ている』

(参考）今回の改革の概要
今回の改革では，法科大学院教育の充実を図ることを
前提とした上で，
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○法科大学院と連携する法学部の「法曹コース」の設
置を制度的に位置付け，早期卒業などにより，学部3
年で法科大学院に進学する仕組みを明確化するととも
に，

○法科大学院在学中の司法試験受験を可能とし，
三れらにより，最短約6年間で学部入学から法科大学院
を経て法曹資格差而專孑~弓~三~王~が言でき，大幅な時間短縮

こととなる。
たに法科大学院の定員管理の仕組みを設け，

が図られる

また，新
予測可能性
る。

予測可能性の高い法曹養成制度を実現することとしてい
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|劃因室| ･政務官） 司法法制部作成
（火）参・文教科学委小川敏夫議員（立憲）

（対大臣.

6月1SB

Z問在学中受験資格を導入することにより， プロ
セスによる法曹養成の理念が崩れるのではない
か，法務副大臣に問う。

〔在学中受験資格の要件〕

今回の法案では，法科大学院教育の充実（注1）

を前提として，法曹志望者の時間的。経済的負担の

軽減を図るため，

○法科大学院在学中の者であって，

○所定科目単位を修得し（注2），かつ， 1年以

内に法科大学院課程の修了見込みがあることにつ

き，当該大学の学長の認定を受けた者

に，新たに，司法試験受験資格を付与することとし

ている。

このように,在学中受験資格を取得するためには，

少なくとも1年以上法科大学院課程に在籍し,かつ，

厳格な成績評価がされることを前提に，司法試験の

受験に必要な所定科目単位を修得することが必要と

されているから，法科大学院教育を着実に履修した

者のみが在学中受験をすることができるようになる

ものと理解している。

'丘



〔法科大学院修了が司法修習生の採用要件〕

加えて，在学中受験資格で司法試験を受験し合格

した者が， 司法修習生として採用されるためには,－

法科大学院課程の修了を要件としている。

〔プロセスによる法曹養成の理念を堅持〕

以上のように，今回の法案では，法科大学院を中

核とするプロセスとしての法曹養成の理念を堅持し

つつ，法曹志望者の時間的・経済的負担の軽減を図

り，有為な法曹人材の確保を推進しようとするもの

であるから，プロセスとしての法曹養成制度の理念

を崩すものではないと考えている』

(注1）連携法の改正により，法科大学院において，法曹
となろうとする者に必要な学識等を酒養するための教育
を段階的・体系的に実施すべきことを規定し，成績評価
や修了認定の基準等の公表を法科大学院に義務付けるな
ど。

(注2） 「所定科目単位の修得」の具体的内容は，法務省令
で規定することとなっており，法律基本科目や選択科目
相当科目として開講されている科目等について一定の科
目及び単位数を定めることを検討している。

【責任者:司法法制部司法法制課福原課長内線■■携帯
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|重問1－~法科天学院在苧甲薑礒寶梧E墓うき司法識｜
｜ 験を受験し、 これに合格した者について，法科｜
， 大学院課程の修了を司法修習生の採用要件とす’
'--__ゐ理由は何血_と間わ加二場eQ____________-

〔前提〕

現行法上， 司法修習生は，①法科大学院課程を修

了した者又はこれと同等の学識等を有することを判

定する予備試験に合格した者であって，かつ，②司

法試験に合格した者の中から採用することとされて

いる。

〔結論一法科大学院修了者と同様の能力・資質の確保〕

今回導入する法科大学院在学中受験資格により司

法試験を受験し， これに合格した者については， プ

ロセスとしての法曹養成制度の理念を堅持し，法科

大学院課程修了後の司法試験合格者と同様の能力●

資質を備えていることを確保するため，法科大学院

の修了を司法修習生として採用されるための要件と

したものであるg」

（参照条文）

○（今回の法案による改正後の）裁判所法（昭和22年法
律第59号）

（採用）
3



第六十六条司法修習生は， 司法試験に合格した者（司
法試験法（昭和二十四年法律第百四十号）第四条第二

これに合格した者に項の規定により司法試験を受け2
湯ﾗﾃﾓｰほ了その合格の発表の日の属する年の四月一日
噸三灌莉天享院~厚稜教育法（昭和二十二年法衛宅
訶喜ｱｰ棗ｦて干冗栗冤二項に規定する専門職大学院
言舂話ﾗﾃで~7~涯曹に必要な学識及び能力を培うことを目
雨~ヱー孑弓~宅~あ芝li,,｡)の課程を修了したものに限る｡）
の中から，最高裁判所がこれを命ずる。
(略）2

4
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|更問2在学中受験資格が認められる要件の一つで｜
I ある所定科目単位の修得は，具体的には， いつ｜
｜ までに， どのような科目の単位を履修すればよ’
|____いの力l,__と問われた場合夕____________________‐

〔前提〕

在学中受験資格の取得に当たって修得が必要とな

る所定科目単位の具体的内容については，法務省令

により定めることとしている。

〔科目。単位数及び修得時期について〕

この法務省令の具体的内容は，今回の法科大学院

改革に伴う法科大学院の教育課程の見直しの状況等

と並行して検討し，決定する予定であるが（注)，

現在のところ，法律基本科目や選択科目相当科目と

して開講されている科目等について，一定の単位数

を定めることを検討している。

今回の法改正後の司法試験の実施時期について

は，現時点では決定していないが，仮に，新しい司

法試験の実施時期を夏頃とした場合，在学中受験資

格取得に係る要件充足の確認手続のために要する期

間等を考慮すると，法科大学院3年次の学生が在学

中受験をする場合には，法科大学院2年次の修了時

までの修得単位が基準となると考えている』
5



(注）具体的には，今回の法科大学院改革に伴う法科大学
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決定することとなる予定。

(参照条文）
） （今回の法案による改正後の）司法試験法（昭和二十四
年法律第百四十号）
（司法試験の受験資格等）
第四条 （略）
2 前項の規定にかかわらず、司法試験は、第一号に掲
げる者が、第二号に掲げる期間において受けることが
できる。
一法科大学院の課程に在学する者であって、法務省
令で定めるところにより、当該法科大学院を設置す
る大学の学長が、次のイ及び口に掲げる要件を満た
すことについて認定をしたもの
イ 当該法科大学院において所定科目単位(裁判官、
検蕊菅更7王弄謹壬~ｴｰ豪~君~ 著宿区軍淀苧謡
笈万ﾏ宅~丙1志甫罷ｦﾗｰ琵宥弓三弓~添~雪~ﾗｰ添差~司涯試藤1三
王-5~平『定冒子弓~だ~おT三瓦震…一℃〒灌霧看苓壱壱
定誘~弓莉~ 琵V~T5~g1－審膠得~て~そTﾏｰ弓~ミーヱーテ

○

司法試験が行われる日の属する年の四月一日かロ

ら一年以内に当該法科大学院の課程を修了する見
込みがあること。

ここの項の規定により前号の法科大学院の課程に在
学している間に最初に司法試験を受けた日の属する
年の四月一日から当該法科大学院の課程を修了若し
くは退学するまでの期間又は同日から五年を経過す
るまでの期間のいずれか短い期間

3 ．4 （略）
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I更問3法改正後， 司法試験の実施及び合格発表の’
1---日程は,__し口頃と在るの九__と問われた場合p_」

〔司法試験の実施時期について〕

こは司法試験委員会司法試験の実施時期は最終的！

の決定事項であり,現時点で方針は決定していない。

もっとも，今回の制度改革による新しい司法試験

の実施時期は，法曹志望者や法学教育関係者にとっ

て非常に関心が高い事項であることは認識してお

り，法案成立後に設置する予定の文部科学省等の関

係省庁，教育関係者，法曹実務家等を構成員とする

会議体において検討することとしている。

なお，今回の法改正の立案を担当する立場として

は，法科大学院における教育の実施を阻害せず，法

科大学院教育と司法試験との有機的連携を図る等の

観点から， 「一つの選択肢」として，現状の5月実

施を後倒しして，夏頃の実施とすることを想定して

いるところである。

〔司法試験の合格発表時期について〕

あくまで仮定ではあるが， 司法試験をフ月頃に実

施することとした場合，合格発表の時期は10月頃

となることが想定される』
7
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〔前提〕

今回の法案による法改正後の司法修習の開始時期

については，最終的に最高裁判所において定められ

具体的にどのような時期になるるべき事柄であり，

のかについて現時点で申し上げることは困難であ

る。

〔現行制度より早い時期に司法修習を開始する方向〕

もっとも，在学中受験資格の導入により，法科大

学院を経由して司法試験を受験しようとする者の時

間的。経済的負担の軽減を図るという観点からは，

在学中受験資格で司法試験を受験し，これに合格し

た者が，法科大学院修了後，現行制度よりも早し糊

間内に司法修習を開始できるようにすることが不可

韮であると考えている（注)｡」

(注）現在においては， 司法修習は，法科大学院修了後
8か月後の毎年11月末に開始し，翌年12月中旬
に終了している。司法修習の開始時期が法科大学院
課程の修了直後になると仮定した場合， 3～4月頃
に司法修習が開始する『とになる。

8



（参照条文）

○裁判所法（昭和二十二年法律第五十九号）
第六十七条（修習・試験） 司法修習生は，少なくとも一
年間修習をした後試験に合格したときは，司法修習生の修
習を終える。

2 司法修習生は， その修習期間中，最高裁判所の定める
ところにより，その修習に専念しなければならない。
3 前項に定めるもののほか，第一項の修習及び試験に関
する事項は，最高裁判所がこれを定める。
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(対大臣･圓因ﾖ｡政務官）
6月18日（火）参・文教科学委

司法法制部作成

小川敏夫議員（立憲）

今回の改正により， 泡

試験を受験する者にと
Pタームが長くなるのに
|大臣に問う。

〔修了資格者について期間の長期化は不可避〕

現時点で，今回の法案を踏まえた司法試験の実施

時期や司法修習の開始時期がどうなるかは決まって

いない（注1）が， 司法修習の開始時期が法科大学

院課程の修了直後になるとすると，法科大学院修了

後に司法試験を受験して合格した者にとっては，現
一

行制度との比較において，法科大学院課程の修了か

ら司法修習開始までの期間が3～4か月程度長〈な

る結果になること （注2, S)は確かである。

しかしながら， この点については，法科大学院教

育の充実を前提に，法科大学院在学中受験資格を導

入し，法曹志望者の時間的・経済的負担を最大限軽

減することにより， 多くの学生が在学中受験が可能

となる制度設計とすることに，不可避的に生じるも

のであり，全体としての制度設計は合理的なものと

考えている（注4）。

'上



〔結論一負担軽減に向けた必要な取組を進める〕

いずれにしても，法改正が実現した後の司法試験

の実施時期， 司法修習の開始時期を含む新たな法曹

養成制度の運用については，文部科学省，最高裁判

所など関係機関と十分に協議して対応してまいりた

い』

(注1）司法試験の実施時期は，今後設置予定の会議体で
の議論を踏まえ，最終的には司法試験委員会において，
司法修習の開始時期等の日程は，最終的には最高裁判所
において定められる事項である。

(注2）法科大学院課程を3月に修了後，現在は，その年
の11月末に司法修習が開始しているが，仮定した場合
では，翌年の3～4月頃に司法修習が開始することにな
る。

(注3）改正法に基づき，法学部を3年で早期卒業した場
法科大学院修了合や法科大学院に飛び入学した場合は，

後に司法試験を受験して合格した場合でも，現行（法学
部4年，法科大学院2年， 11月末の司法修習開始）よ
り，法学部入学から司法修習開始までの期間は， 8か月
程度短くなる。

(注4）司法修習開始時期が法科大学院課程の修了直後に
なるとすると，司法修習修了後の法曹資格の取得時期が，
年度初めの社会における就職動向にも合致することにも
なる。

【責任者:司法法制部司法法制課福原課長内制■隠蓋 ロ

2
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|更問1 在学中受験資格により司法試験に合格する’
1----劃式ごく_僅かなのではな止血匙－－－－－______」

〔前提一合格率予測は困難〕

司法試験の合格者数については，実際の試験結果

に基づき司法試験委員会において決定されるべき事

柄であり，法科大学院在学中受験資格による将来の

合格者数や合格率を予測することは困難である。

〔結論一合格率が低迷することはない〕

もっとも，法科大学院在学中受験資格の導入は，

連携法の改正により法科大学院教育の充実が図られ

ることに伴い，法科大学院在学中であっても司法試

験受験に相応しい一定のレベルの者が養成されるこ

とを前提とするものであることからすれば，在学中

受験資格による受験をした者の合格率が低迷するこ

とはないものと見込んでいる。
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－ 一一二 一一一一一I■■ 三 一q■■ I■■ｰ■■■ ■■■ q■■ I■■ーI■■－1■■ ■■■ ■■■ーーーーI■■ ■■■ 1■■ q■■ I■■ーI■■ I■■－ーI■■ーーーQ■■ーq■■ q■■ー

I更問2例え話をもとに，一般論として，一部の者｜
｜ を優遇し，他の者の負担を加重することは不公’
'--__悪だとは在隆かL_と問われた場含q._._ .__ .__. .__._. _. ､.. ._._...」

〔前提〕

委員の御説明に係るお話は， あくまで例え話とい

う前提であり， それについて法務省としてお答えす

ることは差し控えたい。

〔結論一全体としての制度設計は合理的〕

もっとも， （先ほど申し上げたとおり， ）法科大学

院修了後に司法試験を受験し,合格した者にとって，

現行制度との比較において,法科大学院課程の修了

から司法修習開始までの期間が3～4か月程度長く

なる結果になることについては，法科大学院在学中

受験資格を導入し，法曹志望者の時間的。経済的負

担を最大限軽減することにより， 多くの学生が在学

中受験が可能となる制度設計とすることに不可避的

に生じるものであり，全体としての制度設計は合理

的なものと考えている』

(参考資料）令和元年5月30日参・法務委速記録
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|重融~~~在学甲薑験寶稽1凧あ隻騒寶梧に副司法~｜
｜ 試験に合格した者のための司法修習を別途実施｜
I し，年2回司法修習を行うべきではないか， と’
'--__間わ九た場合g.__. .__. ... ... -_-_ -. -.-.-.-- ,-... -.---. ... -. -. .-@-. ･--･ -･ -･ -･ ･- ･-」

〔前提〕

司法修習に関する事項については，最終的には最

高裁判所において定められるべき事極であり，今回

の改正法案を踏まえて具体的に司法修習の内容等が

どのようになるのかについて申し上げることは困難

である。

〔結論一想定していない〕

もっとも，法務省として，今回の制度見直しにお

いて， （委員御指摘の）司法修習の在り方や実施内

容を大きく改めるような司法修習制度の見直しをす

(注)ゴることは想定していない

(注）裁半ll所法の規定を前提とする限り，年2回司法修習
を実施することは，法律上は不可能ではない。

（参照条文）

○裁判所法（昭和二十二年法律第五十九号）
第六十七条（修習・試験） 司法修習生は、少なくとも
一年間修習をした後試験に合格したときは、司法修習

5



生の修習を終える。
2 司法修習生は、その修習期間中、最高裁判所の定め
るところにより、その修習に専念しなければならない。
3 前項に定めるもののほか、第一項の修習及び試験に
関する事項は､最高裁判所がこれを定める。
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(対大臣｡冒両ﾖ｡政務官）
6月18日（火）参・文教科学委

司法法制部作成

小川敏夫議員（立憲）

4問予備試験につき，一般教養科目の役割及び論
文式試験の一般教養科目を廃止する理由につい
て，法務副大臣に問う。

〔予備試験に一般教養科目が置かれた趣旨〕

予備試験は，法科大学院修了者と同等の学識・能

力等の有無を判定するものであるところ，一般教養

に関しては，法科大学院の入学者選抜において，学

部卒を要件とし，学部段階において一般教養を学ん

でいることのほか，社会人については，学業以外の

活動実績や社会での経験等も重視されている。

このように，法科大学院修了者については一般教

養を備えていることが担保されていると考えられる

とから，予備試験においても,一般教養科目を試一
」

験科目としたものである皇

〔選択科目導入及び一般教養科目廃止の趣旨〕

今回の改正法案では，法科大学院教育の充実のた

め，法科大学院課程において，選択科目相当科目の

履修義務付けがされることを踏まえ=予備試験の論

文式試験に選択科目を導入することとしている。

これは,選択科目相当科目の履修義務付けにより，

1



予備試験について当然に必要になると考えられる見

(注)。

予備試験全体の負担の合理化の観点か

直しである
一

その上で，

ら，論文式試験から一般教養科目を廃止することと

したものである。

（なお，一般教養科目が置かれた趣旨に鑑み，今回

の法改正後も， 予備試験の短答式試験に，一般教養

科目は引き続き存置されることとしている｡』

(注）予備試験の試験科目は，法科大学院修了者と同程度
の学識能力を有するかどうかを判定する試験であるとの
目的に照らして決定されるべきものであり，司法試験の
試験科目に選択科目が存置されることは，予備試験の試
験科目に直ちに影響を与えるものではない。

(参考）令和元年予備試験実施日程

〔短答式試験〕令和元年5月19日 （日）

9:45～ll:15 (1時間30分）民法・商法・民事訴訟法

12:00～13:00 (1時間） 憲法・行政法

14:15～15:15 (1時間） 刑法・刑事訴訟法

16:00～17:30 (1時間30分）一般教養科目

〔論文式試験〕令和元年7月14日 （日）， 15日 （月）

7月14日 （日）

9:30～11:50 (2時間20分） 憲法・行政法

2



13:15～15:35 （2時間20分） 刑法。刑事訴訟法

16:30～17:30 (1時間） 一般教養科目

7月15日 （月）

9:30～12:30 （3時間）法律実務墓蕊科目 （民事・刑事）

14:00～17:30 （3時間30分）民法。商法・民事訴訟法

〔口述試験〕令和元年10月26日 (ztz),

試験科目法律実務基礎科目 （民事

(日）27日

刑事）｡

令和元年11月7日 (木）〔合格発表〕

内線■携謂 |】【責任者：司法法制部司法法制課福原課長

3



繍害白露甦垂蟻』学委小川敏夫議員(立憲）司法法制部作成

弓~問一法科大学院課程の教育内容に含まれていない
一般教養科目を，予備試験において試験科目と
して課すのは不当ではないか，法務副大臣に問
う。

〔予備試験に一般教養科目が置かれた趣旨〕

（先ほど申し上げたとおり， ）予備試験は，法科

大学院修了者と同等の学識・能力等の有無を判定す

るものである。

法科大学院の入学者選抜においては，①大学卒業

を要件とし，学部段階において一般教養を学んでい

ることのほか，②社会人については，学業以外の活

動実績や社会での経験等も重視される結果法科大

学院修了者については一般教養を備えていることが

担保されていると考えられる。
－

一方で，予備試験については， 受験資格の制限が

なく，法科大学院修了者のような担保がないことか

ら，一般教養科目を試験科目としている。

〔結論一不当なものではない〕

このような趣旨からすれば，予備試験において－

般教養科目を試験科目として課すことには合理性が

〔鶉』裏鶉恕皐駕菫話し察f」
1



＝＝二一一一一一一 I■■ー －－1■■ I■■ー｡■■ー■Ⅱ■ーq■■ I■■ーーー｡■■ q■■ ■■■ 1■■ー4■■－1■■ I■■ ■Ⅱ■ 1■■ ■■■ 1■■ ■■■ l■■一一1■■ーd■■ーq■■

I更問予備試験の短答式試験の一般教養科目の出題｜
I 内容が， 5教科で大学を受験している国公立大｜
I 学出身者に有禾Ilなものになっており，不公平で’
'--__は怠哩な,__と問われた場合.IQ_. _____.._ __ ... _. .,. ... ... _. ... ..._,__ ._ ... ._.

〔前提〕

予備試験の短答式試験の一般教養科目について

は， 司法試験委員会において， 出題範囲を，人文科

学，社会科学， 自然科学，英語とする方針がとられ

ている。

また， 出題の形式や内容に関しては， より適切な

ものとなるよう， 出題を行っている司法試験予備試

験考査委員において，十分な検討をされているもの

と承知している。

〔結論一一定の受験者層のみに有利なものではない〕

短答式試験の一般教養科目の出題に当たっては，

特定の分野に偏ることのないよう，各分野からの出

題数のバランスに配慮しつつ,多数の問題を出題し，

その中から，受験者が一定数の問題を選択して解答

するという出題形式をとるなどの工夫が行われてお

り，必ずしも全分野の問題について解答することが

求められているわけではない。

したがって， ご指摘のような一定の受験者層のみ

に有利な内容となっているとは認識していないゴ

2



(参考）
○これまでの予備試験の短答式試験の一般教養科目に
ついては， 42～43間程度が出題され，その中から
選択した2石~問を解答ずるという方式がとられている。
分野別の内訳は，人文科学12問～14間程度，
会科学6～7間程度， 自然科学16～18間程度，
語5～7間程度となっている。
実際の各分野の出題数如何によっては，例えば，
然科学の問題を全く選択しないことも可能である。

社
英
自

○

○
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(対大臣･ '姻窒|| ･政務官）
6月18日（火）参・文教科学委

司法法制部作成
小川敏夫議員（立憲）

〔推進会議決定〕

平成2フ年6月の法曹養成制度改革推進会議決定

においては，予備試験について，制度創設の趣旨と

現在の利用状況がかい離しているなどとの指摘があ

るとされており，法務省において，必要な制度的措

置を講ずることを検討することとされている。

〔今後の検討〕

法務省としては， まずは今般の法案の着実な実施
に向けて，文部科学省等と十分に連携を図り， しっ

予備試験かりと進めることが最優先と考えており，

については，かかる改革の実施状況等を踏まえ，ま

た，文部科学省等と適切に連携しつつ班必要な検討

を行ってまいりたいと考えている｡」

【責任者:司法法制部司法法制課福原課長内線■■携謂 |】

1

e問予備試験
とを含め，
はないか，

の一般教養科目について廃止するこ
予備試験制度の見直しを行うべきで
法務副大臣に問う。



1■■ ■■■ー｡■■ I■■一一ーーーーー－1■■ 1■■ q■■ 0■■ーー一一一一一q■■ I■■ーーー4■■ 1■■－1■■ ■■■一一一ー1■■ーー一一■■■ ■■■－1■■ーー

|更問1 予備試験に合格しても重ねて司法試験を受｜

｜ 験しなければならず屋上屋を重ねる形となって’
｜ いるが， このような予備試験受験生の負担につI
|____jLKJ__更に問われた場合p__________________一

〔予備試験の位置付け〕

予備試験は，経済的事情や既に実社会で十分な経

験を積んでいるなどの理由により法科大学院を経由

しない者にも法曹資格取得のための途を確保するも

のである。

したがって，予備試験は， 司法試験を受けようと

する者が法科大学院の課程を修了したものと同等の

学識及びその応用能力並びに法律に関する実務の基

礎的素養を有するかどうかを判定することを目的と

して実施され，法科大学院課程修了者との同等性を

確認する試験と位置付けられる。

〔司法試験の位置付け〕

他方で， 司法試験は，裁判官，検察官又は弁護士

となろうとする者に必要な学識及びその応用能力を

有するかどうかを判定することを目的とするもので

ある。

したがって，予備試験と司法試験は， その目的や

位置付けを異にするものであり，予備試験を経由し

2且



た者については，予備試験を通じて法科大学院修了

者との同等性を確認された後に， 司法試験を受験す

ることは当然に予定されている。 （したがって，予

備試験と司法試験が屋上屋を重ねるという批判は当

たらないものと理解している｡）

〔司法試験による「点」の選別は相当でない〕

仮に，法曹になろうとする者に，何らの条件や制

約を付すことなく，広く司法試験の受験資格を認め

るとすると， それは法科大学院を中核とするプロセ

スとしての法曹養成を見直すものであり， 司法試験

による「点」の選抜を実施しようとするものにほか

ならないから， そのような制度見直しは相当でない

と考えている｡」
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|更問2予備試験の存在により， 司法試験に合格すI
｜ る能力を有する者が司法試験受験から排除され’
,_一て_し唖の蚕は型]か聖_と更j豆問われた場合｡___」

〔予備試験の意義〕

現行の法科大学院を中核とするプロセスとしての

法曹養成制度においては，法科大学院を経由しない法曹養成制度においては，法科大学院を経由しない

者は， 司法試験を受験するための要件として，法科

大学院修了者と同等の学識等を有することを確認す

るための予備試験に合格することを求めている。

このような予備試験の存在は， 司法試験の受験を

不当に制限したり排除したりするものではなく， プ

ロセスとしての法曹養成制度の趣旨を守りつつ，幅

広い法曹資格取得のための途を確保しているもので

あり，御指摘は当たらないものと考えている｡」
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|更問3予備試験があることで，本来司法試験に合｜
｜ 格できる受験生が， 司法試験合格者から排除さ’
｜ れている（司法試験の合否判定で不利に扱われ’
I____Z_い団_の蚕はないか』_と更'三間われた場合p_」

〔実際の試験結果に基づき適切に判定。決定〕

予備試験合格者は，法科大学院修了者と同程度の

能力及び資質を有していると判断されたものであ

り， 司法試験考査委員の合議による判断に基づいてり， 司法試験考査委員の合議による判断に基ついて

司法試験委員会が司法試験の合格者を決定するに当

たり，法科大学院修了資格に基づく受験者と予備試

験合格資格に基づく受験者とで異なった取扱いは行

われていないものと承知しているゴ

5
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|更問4予備試験は， その合格者数を不当に制限し’
1-___丈ぎごはないかL_と更｣二間わぇLた場合g__ ... .___. .__.=I

〔実際の試験結果に基づき適切に半ll定°決定〕

（繰り返しになるが）予備試験は，法科大学院修

了者と同程度の学識能力等を有するかどうかを判定

することを目的として行われるものであり， その判

定に当たる予備試験考査委員の合議においても， そ

の後の司法試験委員会の決定においても，実際の試

験結果に基づいて適切に合格者の判定及び決定を行

っているものと承知している。

したがって，予備試験の合格者数を不当に制限し

ているとの御指摘は当たらないものと考えている。

6
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|更問5予備試験合格資格者と法科大学院修了資格’
’ 者の司法試験合格率の格差を踏まえてもなお， ｜
I 不当な制限とはいえないということか， と更に’
'--__間わ九た場合9.__. .__._. _. _. ..._. ._... .--. .- ...-. ---. '..-- ... ---. ... ..--- -. ... ･･･-･ ･･･

〔前提一司法試験合格率の差異〕

（御指摘のように, ）近年の司法試験において，

予備試験合格資格者と法科大学院修了資格者との間

で， 司法試験の合格率に相当の差異が生じている事

実は認識している。

このように，法科大学院全体としての司法試験合

格率が低迷していることについては，制度創設当初

に期待されていた状況と異なるものとなっていると

の指摘がされ，平成2フ年6月の法曹養成制度改革

推進会議決定に基づき，法科大学院教育の充実を含

む,法科大学院改革が進められてきたところである。

したがって， このように差異が生じている現状は，

法科大学院改革により，今後，法科大学院全体とし

ての司法試験合格率が改善されていくことによって

解消されていくものと考えている。

〔結論一予備試験の合格判定は適切〕

いずれにせよ，予備試験の合格者の判定及び決定

については，先ほど申し上げたとおり，予備試験の

' J



予備試験考査委員の合議及び司法試目的に照らし，

験委員会の決定において適切に行われているものと

承知している。

したがって，予備試歸

いるとは考えていない9」

予備試験の合格者を不当に制限して

(参考）平成30年司法試験の結果
0％

75％
予備試験合格資格者の合格率
法科大学院修了資格者の合格率

7． 6

24．

7
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|更問6予備試験合格資格による司法試験合格者が’
1--_増え這い壷理由に。L》て』_更'三間われた場合g_」

〔実際の試験結果に基づく司法試験委員会の決定〕

予備試験合格資格による司法試験合格者が増えて

いるが（注1）， 司法試験の合格者については， あ

〈まで，実際の試験結果に基づく司法試験委員会の

決定によるものである。

〔近年の状況について〕

もっとも，近年の司法試験等に関する客観的な状

況として，

○予備試験の合格者数が,増加傾向にあること(注

2）

○予備試験合格資格による司法試験受験者の合格

率が，法科大学院修了資格による受験者の合格率

よりも高いこと （注S)

が見受けられ， これが予備試験合格資格による司法

試験合格者数の増加に結び付いていると見られると

ころである』

(注1）予備試験合格資格による司法試験合格者の推移
平成24年 58人

平成25年 120人

9
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|更問7 予備試験合格資格により司法試験を受験｜
’ し，法曹となった者の評価について，更に問わ’
1－九た場食___________－－－－－－－__________j

〔法曹として備えるべき能力を備えている〕

（予備試験合格資格により司法試験を受験。合格

した者の法曹としての資質・能力等について，様々

な見方があることは承知しているが, ）法務省とし

ては， 司法試験に合格し， さらに司法修習を経て法

予備試験合格資格曹資格を取得した者につい工は，

により司法試験を受験。合格したか，法科大学院修

了資格により司法試験を受験・合格したかを間わ

ず，法曹として備えるべき能力を身に付けているも

のと考えている。

（法曹としての能力は，個々人の能力や資質のほ

か，業務形態や専門分野，実績自己研鑛の努力等

によって評価されるべきものであり，予備試験合格

資格により司法試験を受験・合格した場合と，法科

大学院修了資格により司法試験を受験・合格した場

合とで，法曹としての能力や有り様を，総体として

比較評価することは困難であると考えている｡u

11



(対大臣･ ' |･政務官） 人事課作成
6月1S日（火）参・文教委小川敏夫議員（立憲）

フ問司法試験予備試験の実施時期を見直し，合格
発表後直ちに司法試験を受験することができる
ようにすべきではないか，法務副大臣に問う。

〔前提〕

司法試験予備試験の実施時期については，

験委員会の判断に委ねられているところ。

司法試

〔司法試験委員会における検討内容〕

司法試験委員会においては，広く意見を聴取する

などした上で，様々な要素を考盧して現行の試験実

施時期を決定したものと承知。

なお，議論に際しては，

。 予備試験は短答式試験，論文式試験，

の三段階で行う試験制度になっており，

口戒試験

実施期間

が長くかかるため，予備試験合格者が同一年度の

司法試験を受験できるよう日程を組むことは困難

であること

・ 予備試験の合格発表の時期から翌年の司法試験

の出願時期までそれほど期間が空いておらず，壬

備試験合格後直ちに次の司法試験受験に向けた手

, 且
続に移行すること



などから，予備試験の合格者が受験資格を得るのが

翌年の司法試験になることについても不合理ではな

いとされたものと承知｡」一

（参考1）司法試験及び司法試験予備試験の日程
○司法試験

1 1月中旬～出願

5月中旬頃 短答式試験及び論文式試験
9月頃 合格発表
○司法試験予備試験
1月下旬～ 出願

5月中旬頃 短答式試験
7月頃 論文式試験
10月頃 口述試験
11月頃 最終合格発表

(参考2）司法試験予備試験の実施時期に関する方針は， 「予
備試験の実施方針について」 （平成21年11月11日，
司法試験委員会決定）において決定された。

(参考3）司法試験委員会会議議事要旨（第60回，平成
21年11月11日）

○委員長規制改革会議から問題意識を伝えられている
もう一つの点は，予備試験の合格者が受験資格を得るの
は翌年の司法試験になるという点である。 この点につい
ては， 当委員会でも議論を行ったが，短答式試験，論文
式試験及び口述試験という三段階で行う試験制度になつ
こて下~ろ~だ~万一実葹期間が長くかかり，新司法試験が行わ
五弓-5~戸~王~二壱1三ほ予備試験の合格発表は間に合わない。
王た，新司法試験の出願時期は前年の12月であるので，

2



予備試験の合格発表の時期からそれほど期間が空いてい
るとも思えない。

○委員予備試験は，法科大学院の修了に代わるもので
あるから，そのためにある程度の時間を要することにな
ってもやむを得ないのではないかと思う。
○委員旧司法試験に合格した場合，司法修習を開始す
るのは翌年の4月だった。一方，新司法試験に合格した
場合は，司法修習の開始が合格した年の12月に繰り上
がっているので，予備試験の合格，新司法試験の出願か
ら受験，そして修習開始までを総合的に見れば， さほど
差はなく，許容範囲ではないかと思う。
○委員長受験生の側にしてみれば，予備試験と本試験
との間に期間が空いていた方が，本試験に頭が切り替え
られてｵfしろ喜ばれるという見方もできるのではないか。られてむしろ喜ばれると↓

|】内線■■携帯■伊藤課長【責任者：大臣官房人事課

3



|重簡1~~~芋備試験を年め前辛謨葹じ,~~司法試験を~｜
｜ 年の後半で実施すれば,予備試験合格者が同じ年｜
I の司法試験を受験することができるのではない’
'--かbp_. ._... ._... ._ ._..._. ,.. ... ... ._. ._.-... ... ...--.-... ... .-.-,.. ...-. -. -. .-... ... -. -.-･ ･･･ ,･･ ･･･ -･ ･･･-･-･」

〔結論〕

（司法試験及び予備試験の実施については， 司法

試験委員会に委ねられているところ, ）現行の司法

試験及び予備試験の日程については，司法試験委員

会において，諸般の事情を踏まえて適切に決定して

､るものと承知』し

4



ーI■■ I■■ ■■■ー1■■ I■■ーーー■■■一一一一ー一一ー｡■■ーq■■ーー1■■ーーーーーg■■ ■■■ ■■■－1■■ I■■ーー一一ーーq■■ d■■ q■■ーーーー

|更問2 司法試験の出願期間から実施までの期間を｜
｜ 決定するに当たって考慮している「諸般の事情」 ’
'--の具j本的囚容につしK問われた場合亀____－－____」

〔結論〕

例えば，受験資格の有無の確認や，地域ごとの出

願者数を踏まえての試験会場の選定，身性'三瞳壹釜

を持つ受験者に対する受験特別措置（注）の検討な

どに必要な期間を考盧しているものと承知2」

(注）受験特別措置とは，視覚障害，肢体障害，その他身
体に障害等がある場合に，審査により，障害等の種類・
程度に応じて行う特別の措置をいう。
例えば，パソコン用電子データや点字による出題パ
ソコンを使用した答案作成，試験時間延長等の措置がと
られている。

5
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|更問s法改正後， 司法試験の実施及び合格発表の’
1-_旦掴式,__し口頃となるのか』__と間ねれた場合g._..._.」

〔司法試験の実施時期について〕

司法試験の実施時期は最終的には司法試験委員会司法：

の決定事項であり,現時点で方針は決定していない。

もっとも，今回の制度改革による新しい司法試験

の実施時期は，法曹志望者や法学教育関係者にとっ

て非常に関心が高い事項であることは認識してお

り，法案成立後に設置する予定の文部科学省等の関

係省庁，教育関係者，法曹実務家等を構成員とする

会議体において検討することとしている。

なお，今回の法改正の立案を担当する立場として

は，法科大学院における教育の実施を阻害せず，法

科大学院教育と司法試験との有機的連携を図る等の

観点から， 「一つの選択肢」として，現状の5月実

夏頃の実施とすることを想定して施を後倒しして，

いるところである。
－

〔司法試験の合格発表時期について〕

あくまで仮定ではあるが， 司法試験を7月頃に実

施することとした場合，合格発表の時期は10月頃

となることが想定される。 」

6
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I更問4予備試験の実施時期について，今後見直す’
1--三_と脚童討L正し〕型jのか』__と間ね征た場合9－_」

〔前提〕

（先ほど申し上げたとおり， ）予備試験の実施時

期は， 司法試験委員会の判断に委ねられている。

〔会議体において検討〕

法務省としては，今後，本法案成立後に設置する

予定の文部科学省を始めとする関係省庁，教育関係
者，法曹実務家等を構成員とする会議陸において，

司法試験の実施時期を含む司法試験の在り方につい

て検討することとしているが， それとの関連で，予

備試験の実施時期についても必要な検討がされるも
のと認識している。

〔結論一関係機関等と十分連携して対応〕

いずれにしても，法務省としては，法改正が実現

した後の司法試験及び予備試験の実施時期， 司法修

習の開始時期を含む新たな法曹養成制度の運用につ

いて，文部科学省，最高裁判所など関係機関と十分

に協議して対応してまいりたい：」

7



(対大臣｡ '罰題詞｡政務官） 司法法制部作成
6月18日（火）参・文教科学委小川敏夫議員（立憲）

s問質の高い法曹を輩出するため，現行よりも司
法修習の期間を延ばすべきではないか，法務副
大臣に問う。

〔前提〕

現行裁判所法においては， 司法修習生は少なくと

も1年間修習をすることが必要であるとされてお

り， この点については，今回の法曹養成制度改革に

関する改正法案の成立後においても同様である。
司法修習に関する事項については,最終そして，

的には最高裁判所において定められるべき事柄であ

り，今回の改正法案を踏まえて具体的に司法修習の

内容等がどのようになるのかについて申し上げるこ
とは困難である。

〔結論一司法修習の見直しは想定していない〕

その上で申し上げると，法務省としては，現在の

法科大学院教育と司法修習の役割分担は適切と考え
ており，今回の法曹養成制度の見直しにおいて， （委

員御指摘の）司法修習の在り方や実施内容を大きく
改めるような司法修習の見直しをすることは想定し

ていない。

'且



法務省としては，まずは，法科大学院改革と司法

試験制度の見直しを内容とする今般の法案の着実な

実施に向けて，文部科学省等と十分に連携を図り』

」しっかりと進めることが最優先と考えている。

(参考）修習期間を「少なくとも一年間」に短縮した趣旨
①法科大学院においては，将来の法曹としての実務
に必要な能力等として学識及びその応用能力ととも
に「法律に関する実務の基礎的素養」を酒養するた
め，理論的のみならず実践的な教育が体系的に実施
されるものであり， これまで司法修習の中で教育さ
れてきた内容の一部を法科大学院における教育に委
ねることになることや，

②－渡曹養成期間全体が過度に長期化することを避け
る必要があること
考慮し，法科大学院における教育等との適切な
分担を図るとともに，一層効果的な修習
することにより，司法修習の期間を1年に短縮

一
舳
棚
｜
政
一
雌

0

（参照条文）
○裁判所法（昭和二十二年法律第五十九号）
第六十七条（修習。試験） 司法修習生は、少なくとも

合格したときは、 司法修習一年間修習をした後試験に
生の修習を終える。
2 司法修習生は、その修習期間中、最高裁判所の定め
るところにより、その修習に専念しなければならない。

第一項の修習及び試験に
これを定める。

3前項に定めるもののほか、
関する事項は、最高裁判所が

【責任者:司法法制部司法法制課福原課長内岨鋳

2
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|更問1 例えば， 司法修習の期間について，法改正｜
｜ をせずに1年半又は2年とすることは可能なの｜
|____血__と問われた場合｡______-----___________」

〔結論－直ちに明文に反するものではない〕

（先ほど申し上げたとおり， ）現行裁判所法にお

いては， 司法修習生は少なくとも1年間修習をする

ことが必要であるとされており，この点については，

今回の法曹養成制度改革に関する改正法案の成立後

においても同様である。

そうすると， 司法修習の期間について1年半や2

年とすることが直ちに明文に反するものではないと

考えている。

もっとも， （先ほど申し上げたとおり， ）法務省

としては，今回の法曹養成制度の見直しにおいて，

(委員御指摘の）司法修習の在り方や実施内容を大

きく改めるような司法修習制度の見直しをすること

は想定していない。

3
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|更問2予備試験合格資格により司法試験に合格しI

’ た者は，法科大学院教育を受けていないのであ｜
I るから，今回の法改正を前提としても司法修習’
'－－を充実室せる冬壹では怠い九_と間ねれた場合,」

〔結論一改革の実施状況等を踏まえて検討〕

（委員御指摘のとおり， ）予備試験合格資格によ

り司法試験に合格した者については，法科大学院教

育を受けていることが前提とされていない。

また，法科大学院教育を受けた者についても予備

試験合格資格により司法試験に合格した者について

もいずれも等しく充実した司法修習が実施されるべ

きことは当然である。

（先ほど申し上げたとおり， ）法務省としては，

まずは今般の法案の着実な実施に向けて，文部科学

省等と十分に連携を図り， しっかりと進めることが

最優先と考えており，法改正が実現した後の司法修

習の充実の在り方については，かかる改革の実施状

況等を踏まえ， また，最高裁判所と適切に連携しつ

つ，必要な検討を行ってまいりたい』

4



繍害白 巽熱学委
司法法制部作成

小川敏夫議員（立憲）

〔貸与制移行〕

給費制下では， 国から司法修習生に対し，給与の

（注1）ほか， 国家公務員に準じて手当が支給され

ていたが，平成16年の裁判所法改正により，平成

23年1 1月に修習を開始した新65期の司法修習

生から，貸与制に移行した（注2)。

〔貸与制から修習給付金制度へ〕

その後， この点については，様々な意見，議論が

あったところであるが，平成29年4月の裁判所法

改正により， 司法修習生に対する新たな経済的支援

策として，貸与制と並存する形で，修習給付金制度

が創設され， 同年1 1月から修習を開始した司法修

習生（71期）から適用されているところである。

〔給費制に戻すことは困難〕

法務省としては， この修習給付金制度を継続的か

つ安定的に運用していくことが重要と考えており，

従前の給費制に戻すことは考えていない｡」

1

g問舌
でに
法修習生に対する給費制を復活させるべき
:ないか．法務冨11大庫に問う。



(注1）新64期の司法修習生では月額20万4200円
の給費が支給されていた。

(注2）給費制から貸与制への移行は，
①司法試験合格者数の年間3， 000人目標を前提と
して，司法修習生の増加に実効的に対応する必要があ
ったこと

②司法制度改革の諸施策を進める上で限りある財政資
金をより効率的に活用し，司法制度全体に関して国民
の理解が得られる合理的な財政負担を図る必要があっ
たこと

③公務員ではなく公務にも従事しない者に国が給与を
支給するのは現行法上異例の制度であること
等から，給費制を維持することについて国民の理解を得
ることが困難であったことによるものである。

このうち，最初に述べた理由については，司法試験合
格者数の年間3, 000人目標は平成25年に事実上撤
回されたが，それ以外の2つの理由については（修習給
付金制度が実施されている）現在でも同様に妥当するも
のであり，給費制から貸与制に移行した前提は失われて
いない。

(参考資料）司法修習生に対する支給等一覧

【責任者:司法法制部司法法制課福原課長内線■■携請
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小川敏夫議員9問参考資料

司法修習生に対する支給等一覧

新制度（予定） 現行（貸与制） 旧（給費制）

新61～新64期

鰯鰭甥一

71期～

(平成29年ll liリヘ）

新65期～70期

(平成23年1】月へ
平成29年12月）

F 可

貸与金

（基本額）

月23万円

a 可
修習給付金
（基本額）

月13.5万円

琴
生-2皿巴

賞与金，［ 可 「
マ

導入修習開始蕊3
旅蟹（＝和光市） 支給支給 ー ■

移転料潅4 （‐和光市） 支給 不支給

分野別実務修習への移動 口

旅蕊（＝実務修習地） 支給 支給 支給

移転料漁〃 （＝実務修習地） 支給譜e支給 不支給

分野別・選択型実務修習中
通所饗（自宅一修習場所） 不支給 不支給 支給（通勤手当）

家賃関係 支給蕊6 貸与（住居加算）§龍7 支給（住居手当）

社会保険 国民健康保険等 国民健康保険等 裁判所共済組合

集合修習への移動
『 三

旅識（実務修習地＝） 支給 支給 支給

一移転料峯4 （実務修習地＝） 支給 一一

…

団
集吉修習中

通所受（自宅一司法研修所） 支給（通勤手当）不支給 不支給

家賃関係 貸与（住居加算）課7 支給（住居手当）支給感6

社会保険 国民健康保険等 国民健康保険等 裁判所共済組合

日額旅費 不支給 不支給 支給
１
－

一■■ 凸

● ｡

他め窪動関係
－ －

A班の集合修習から実務修習地までの旅發

（集合柊晋一選択型実務修習） －
支給 支給 支給

B班の集合修習から実務修習地までの旅費

（集合修習・二回試験一修習終了）
支給一一

｢…新制度に職ﾁ冨給符と膠習融灌お関係壷簡潔1菖宗ずだあ:..『耐.聡喪$Im-ほ侭首薪6-側力噌と‐
｜している。

．~Xi-…薪制腫匠獄iぞ砿.賀写獅鯛置じだ王郡解き筑議..~.…...．...~.….‐..…~~..~....~.…~..~~･…．
※2 旧（給磯制）の給与（本俸）は新64期の縦である。
※3導入修習は第68期（平成26年l lノリ採用）から側始された。
※‘ 修習に伴い住所・居所を瀞賑する必要が認められる場合、支給される。新制度では、移蛎給付金が
支給される。

※5第67期（平成25年】1月採用）から、孫I:Iﾘ前住所から実務修習地への移勤につき．移転料の支給開始。
※6新制度では、住宅を借り受け、家賃を支払っている場合、住居給付金（月額3.5万門）が支給される。
※7 1ヨら居住するための住居を借り受け家麓を支払っており貸与額の変更を希望する鳴合は、住居加算
（2万5 000Ix])が認められ、貸与額を25"5.000円とすることができる。

1



(対大臣･圓閃ﾖ･政務官） 司法法制部作成
6月18日（火）参・文教科学委小川敏夫議員（立憲）

〔修習給付金の内容や金額は適切〕

現行の修習給付金の金額（注1）は，制度設計の

過程で，法曹人材確保の強化を図るという制度の導

入理由のほか，修習中に要する生活費や学資金等の

司法修習生の生活実態等の事情（注2）を総合考盧

するなどして，基本給付金13万5, OOO円，住

居給付金月額3万5, OOO円と決定したものであ

り，適切なものと理解している。

〔制度の見直しの必要はない〕

法務省としては， （修習給付金制度の導入に当た

って法曹三者間で確認されたとおり， ）まずは，現

行の修習給付金制度を継続的かつ安定的に運用して

いくことが重要であると考えており，現時点で， そ

の内容を見直すことは考えていない（注3）。
二」

(注1）修習給付金の支給金額は，最高裁判所規則である

「司法修習生の修習給付金の給付に関する規則」により
○基本給付金として，全ての司法修習生に対して一律
月額13万5, 000円を支給するほか，

1

10問修習給付金制
充実させるべきで

童について，更にその内容客
土ないか,法務副大臣に問う。



○司法修習生が住宅を借り受け，家賃を支払っている
場合には，住居給付金として月額3万5, 000円

○司法修習に伴い住所又は居所を移転することが必要
と認められる場合には，その移転につき移転給付金と
して国家公務員の旅費法の移転料に準拠した金額
を併せて支給することとされている。

(注2） 日本弁護士連合会が第68期司法修習生を対象に
実施したアンケート等の結果によれば，司法修習中の生
活に通常必要とする費用として平均13万4, 000円
程度が支出されている。

第68期司法修習生の修習実態アンケート等の結果（抜粋）
○生活実費（合計約9万4， 000円）
（食費，交通費，除法通信費等）
○学資金（合計約4万円）
（学習費，書籍代等）

(注3）修習給付金制度の導入に当たっては，法務省，最
高裁判所， 日本弁護士連合会の法曹三者間で，平成28
年12月19日，修習給付金制度の内容及び金額，制度
の導入後は，同制度について継続的かつ安定的に運用し
ていくことを確認している。

(参考資料）司法修習生に対する経済的支援について（報
道発表）

【責任者:司法法制部司法法制課福原課長内線■■携帯■■ ロ
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小川敏夫議員10問参考資料

報道発表資料表 噛法務省MnlstryofJustice

平成28年12月19日
法 務 省

司法修習生に対する経済的支援について

「経済財政運営と改革の基本方針2016｣ (平成28年6月2日閣議決定）にお
いては，政府として「司法修習生に対する経済的支援を含む法曹人材確保の充実・強
化（中略）を推進する」こととされ， これまで法務省，最高裁判所及び日本弁護士連
合会においてその対応を検討してきましたが，今般三者間において，①平成29年
度以降に採用予定の司法修習生に対する新たな経済的支援策となる給付制度を新設す
ること，②法務省が，当該支援策を実施する上で必要となる裁判所法の改正に向けた
作業を進め，次期通常国会における同改正法案の早期成立に向けて努力すること，③
最高裁判所及び日本弁護士連合会は，新制度の円滑な実施に協力すること，④新たな
制度の導入後は同制度について継続的かつ安定的に運用していくことをそれぞれ確認
しました。新たな制度の導入に当たっては，今後､平成29年度予算の閣議決定や裁
判所法改正の手続を経ることとなります。

1 「経済財政運営と改革の基本方針2016｣ (平成28年6月2日閣議決定) (抜粋）
第2章成長と分配の好循環の実現

5．安全“安心な暮らしと持続可能な経済社会の基盤確保
（2）暮らしの安全･安心（治安、消費者行政等）
①治安・司法、危機管理等

（前略）法科大学院に要する経済的・時間的負担の縮減や司法修習生に
対する経済的支援を含む法曹人材確保の充実・強化（中略）を推進する。

2主な確認事項

法務省は，以下の制度方針に沿って裁判所法の改正に向けた作業を進め，次期通
常国会における同改正法案の早期成立に向けて努力する。また，法務省，最高裁判
所及び日本弁護士連合会は，新制度の円滑な実施に協力するとともに新たな制度の
導入後は同制度について継続的かつ安定的に運用していくこととする。
○平成29年度以降に採用される予定の司法修習生（司法修習第71期以降）
に対する給付制度を新設する。
○給付金額の概要は以下のとおり。
・基本給付司法修習生に一律月額13.5万円
”住居給付月額3.5万円（修習期間中に住居費を要する司法修習生を対象）
・移転給付旅費法の移転料基準に準拠して支払
○現行の貸与制は,貸与額等を見直した上で,新設する給付制度と併存させる。
○給付制度の導入に合わせ，司法修習の確実な履践を担保するとともに，司法
修習を終えた者による修習の成果の社会還元を推進するための手当てを行う。

(問い合わせ先）

大臣官房司法法制部司法法制課
電話O3－3580-411 1
03-3592-5427

小林・原田

（内線2384）
（直通）

1



(対大臣･冨因ﾖ･政務官） 司法法制部作成
6月1S日（火）参ﾟ文教科学委小川敏夫議員（立憲）

〔救済措置を設けない理由〕

従前の貸与制下で司法修習を終えた者（注1）に

対する救済措置については，①既に修習を終えてい

る者に対して， 国の財政負担を伴う事後的な救済措

置を実施することにつき国民的理解を得ることは困

難と考えられる。

②また，仮に，何らかの救済措置を実施するとし

ても，従前の貸与制下において貸与を受けていない

者等（注2）の取扱いをどうするかといった制度設

計上の困難な問題もある。

〔結論〕

したがって，貸与制下に司法修習を終えた者に対

する救済策を講ずることは困難であり，予定してい

ない。
－

〔返還期限の延期が可能〕

なお，従前の貸与制下の司法修習生が，経済的な

'且

1 1 罰貸与制下の司法修習生であった者に対する
汝済措置を講ずるべきではないか，法務副大臣
こ問う。



事情により法曹としての活動に支障を来すことがな

いようにするための措置として， 一定の返還猶予事

由がある場合には，貸与金の返還期限の猶予が制度

上認められている（注S)。このような場合には，

最高裁判所に対して，個別に，貸与金の返還期限の

猶予を申請することが可能となっており，個別の申

請に対しては，最高裁半|｣所が適切に判断されるもの

と承知している。
(注1）平成23年1 1月から平成28年11月までに修

習を開始した司法修習生（司法修習新65期～70期)。
修習給付金は，平成29年11月に修習を開始した司
法修習生（第71期）から支給されている。

(注2）そのほか，基本額未満の貸与を受けた者や繰上げ
返済により既に返済を終えた者の取扱い等についても問
題となる。

(注3）具体的には，①「災害・傷病その他やむを得ない
理由」により返還が困難となった場合と②返還が「経済
的に困難である事由として最高裁判所の定める事由があ
る」場合である。
このうち，①の「その他やむを得ない理由」 として，
育児休暇や介護休暇により一定期間収入を得ることがで
きない場合等が想定されている。

また，②の「最高裁判所の定める事由」 として，返還
期限1年前の収入として,O3OO万円以下の場合（給
与所得のみの場合)，②必要経費控除後の額が200万円
以下である場合（給与所得のみ以外の場合）が定められ
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ている。

（参照条文）

○裁判所法（平成29年法律第23号による改正前のもの）
第六十七条の二 （略）
2 （略）

3 最高裁判所は，修習資金の貸与を受けた者が災害，
傷病その他やむを得ない理由により修習資金を返還す

ることが困難となったとき， 又は修習資金の貸与を受
けた者について修習資金を返還することが経済的に困
難である事由として最高裁判所の定める事由があると

きは，その返還の期限を猶予することができる。 この

場合においては，国の債権の管理等に関する法律（昭

和三十一年法律第百十四号）第二十六条の規定は，適
用しない。

4最高裁判所は，修習資金の貸与を受けた者が死亡又
は精神若しくは身体の障害により修習資金を返還する

ことができなくなったときは，その修習資金の全部又
は一部の返還を免除することができる。
5 （略）

(参考）平成30年11月16日衆議院法務委員会松田功
君に対する山下法務大臣答弁

弁護士のいわゆる谷間世代問題ということでござい

ますけれども，いわゆる谷間世代の司法修習生に対し

て救済措置が必要だということでございますが， これ
はそもそも，要するに，経済的支援制度を導入する際

に，相当，超党派で委員の皆様がお集まりになってや

られたということはあります。

ただ，それより先に進んで，既に修習を終えている

者に対して国の財政負担を伴う事後的な救済措置を実
施することについて国民的理解が得られるのかという

3



ことになると，若干困難ではないかというふうな指摘
もございます。そしてまた，既に貸与制のもとにおい
て貸与を受けていない者の取扱いをどうするか。要す
るに，貸与を受けていない， じや，その人には払うの
か払わないのかとか，そういった制度設計上の困難な
問題もあるということでございます。
そうしたことは先ほど司法法制部長も答弁したと思
いますが，ただ，若い世代の法律家が存分に活躍でき
る，そういう若い法曹にとって魅力ある社会を我々は

つくりたいというふうに考えております。

そういった中で，今， さまざまな制度変更，例えば
相続法制の変更であるとかあるいは民法の債権法の変
更であるとか， こういったことも含めて，新しい分野
に若い法曹にチャレンジしていただいて， しっかりと

頑張っていただきたいというふうに思っております。

といったことで，谷間世代の問題につきましては，
なかなか難しいということを御理解賜ればというふう
に思っております。

【責任者:司法法制部司法法制課福原課長内線■■携詞
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|更問1 貸与金の一部免除や返済猶予等の救済措’
'--__置を講堂ることも者えられ怠処の力lcL_________I

〔一部免除や返還猶予等の措置を講ずることは困難〕

（先ほど申し上げたとおり， ）経済的な事情によ

り，法曹として活動に支障を来すことがないように

するための措置として，一定の返還猶予事由がある

場合には，貸与金の返還期限の猶予も制度上認めら

れている。

このような事由が認められない場合にまで，一部

免除や返還猶予等の措置を講ずることは困難である

と考えている。
」
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|更問2貸与制下における司法修習生は， その前｜
｜ 後の司法修習生と比べて，経済的取扱いに不’
1 公平が生じているのではないか。!‐._‐－－－－－－－－－．-－－－－．－－－._‐‐‐‐‐‐‐‐‐_.‐‐‐‐‐－．．．－－－．._‐‐._ ._‐_I

〔不合理又は不公平とはいえない〕

貸与制を含む司法修習生に対する各支援制度は，

いずれも， 司法修習生が修習期間中の生活の基盤を

確保して修習に専念できるようにし，修習の実効性

を確保するための方策の一つとして採用されたもの

で， いずれも合理的な内容（注） と理解している。

したがって， 司法修習生となった時期により，結

果として，法律に基づき実施された経済的支援制度

の内容が異なるからといって， その差異があること

が不合理又は不公平と評することはできないと考え

ている。」
(注）当該貸与制は，希望する司法修習生に対し，基本額
23万円を，資力審査なく無利息で月額貸与することを
内容としたものであり，修習の実効性を確保するための
方策として合理的と考えられる。
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